
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

○
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
〜
第
九
条

（
略
）

第
一
条
〜
第
九
条

（
略
）

（
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
の
設
置
等
の
届
出
）

第
九
条
の
二

法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
第
十
七

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
二
の
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ

つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
七
条
の
四
第
二
項
（
法
第
十
七
条
の
五
第
二
項
及
び
第
十
七
条
の
六

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

揮
発
性
有
機
化
合
物
の
排
出
の
方
法

二

揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
及
び
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
処
理
施
設
の

設
置
場
所

三

揮
発
性
有
機
化
合
物
の
排
出
及
び
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
処
理
に
係
る
操

業
の
系
統
の
概
要

四

排
出
ガ
ス
の
導
管
に
排
出
ガ
ス
の
測
定
箇
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は

、
そ
の
場
所

五

緊
急
連
絡
用
の
電
話
番
号
そ
の
他
緊
急
時
に
お
け
る
連
絡
方
法



（
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
の
設
置
等
の
届
出
に
係
る
受
理
書
）

第
九
条
の
三

都
道
府
県
知
事
又
は
令
第
十
三
条
に
規
定
す
る
市
の
長
は
、
法
第

十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の

届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
様
式
第
二
の
三
に
よ
る
受
理
書
を
当
該
届
出
を
し

た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
〜
第
十
条
の
四

（
略
）

第
十
条
〜
第
十
条
の
四

（
略
）

（
氏
名
の
変
更
等
の
届
出
）

（
氏
名
の
変
更
等
の
届
出
）

第
十
一
条

法
第
十
一
条
（
法
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
八
条
の
十
三

第
十
一
条

法
第
十
一
条
（
法
第
十
八
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
法
第

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二

六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ

号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
四
、
施
設
の
使
用

て
は
様
式
第
四
、
施
設
の
使
用
の
廃
止
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
五
に

の
廃
止
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け

よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
継
の
届
出
）

（
承
継
の
届
出
）

第
十
二
条

法
第
十
二
条
第
三
項
（
法
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
八
条

第
十
二
条

法
第
十
二
条
第
三
項
（
法
第
十
八
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用

の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
出
書
に

、
様
式
第
六
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
書
の
提
出
部
数
等
）

（
届
出
書
の
提
出
部
数
等
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

二
以
上
の
ば
い
煙
発
生
施
設
に
つ
い
て
の
法
の
規
定
、
二
以
上
の
揮
発
性
有

２

二
以
上
の
ば
い
煙
発
生
施
設
に
つ
い
て
の
法
の
規
定
又
は
二
以
上
の
一
般
粉

機
化
合
物
排
出
施
設
に
つ
い
て
の
法
の
規
定
又
は
二
以
上
の
一
般
粉
じ
ん
発
生

じ
ん
発
生
施
設
に
つ
い
て
の
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
二
以
上
の
ば
い



施
設
に
つ
い
て
の
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
二
以
上
の
ば
い
煙
発
生
施

煙
発
生
施
設
又
は
一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
が
同
一
の
工
場
又
は
事
業
場
に
設
置

設
、
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
又
は
一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
が
同
一
の
工

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
種
類
（
令
別
表
第
一
又
は
令
別
表
第

場
又
は
事
業
場
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
種
類
（
令
別

二
の
項
ご
と
の
区
分
を
い
う
。
）
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
種
類
ご

表
第
一
、
令
別
表
第
一
の
二
又
は
令
別
表
第
二
の
項
ご
と
の
区
分
を
い
う
。
）

と
に
一
の
届
出
書
に
よ
つ
て
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
同
一
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
種
類
ご
と
に
一
の
届
出
書
に
よ
つ
て
届
出

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
三
条
の
二

届
出
者
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
書
の
各
欄
に
掲
げ
る
事

第
十
三
条
の
二

届
出
者
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
書
の
各
欄
に
掲
げ
る
事

項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第
六
の
二
の
フ
レ
キ
シ
ブ

項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第
六
の
二
の
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
書
（
以
下
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
に

ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
書
（
以
下
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
、
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
令
第
十

よ
り
、
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
令
第
十

三
条
に
規
定
す
る
市
の
長
は
、
そ
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
届
出

三
条
に
規
定
す
る
市
の
長
は
、
そ
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
届
出

を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
書
に
よ
る
届
出
に
代
え
て
、
受
理
す
る
こ
と
が

を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
書
に
よ
る
届
出
に
代
え
て
、
受
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

一

様
式
第
一
（
別
紙
一
か
ら
別
紙
三
ま
で
を
含
む
。
）
に
よ
る
届
出
書

一

様
式
第
一
（
別
紙
一
か
ら
別
紙
三
ま
で
を
含
む
。
）
に
よ
る
届
出
書

二

様
式
第
二
の
二
（
別
紙
一
及
び
別
紙
二
を
含
む
。
）
に
よ
る
届
出
書

三

様
式
第
三
（
別
紙
一
か
ら
別
紙
四
ま
で
を
含
む
。
）
に
よ
る
届
出
書

二

様
式
第
三
（
別
紙
一
か
ら
別
紙
四
ま
で
を
含
む
。
）
に
よ
る
届
出
書

四

様
式
第
三
の
二
（
別
紙
一
か
ら
別
紙
三
ま
で
を
含
む
。
）
に
よ
る
届
出
書

三

様
式
第
三
の
二
（
別
紙
一
か
ら
別
紙
三
ま
で
を
含
む
。
）
に
よ
る
届
出
書

五

様
式
第
三
の
四
に
よ
る
届
出
書

四

様
式
第
三
の
四
に
よ
る
届
出
書

六

様
式
第
四
に
よ
る
届
出
書

五

様
式
第
四
に
よ
る
届
出
書

七

様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書

六

様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書



八

様
式
第
六
に
よ
る
届
出
書

七

様
式
第
六
に
よ
る
届
出
書

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
三
条
の
三
〜
第
十
五
条

（
略
）

第
十
三
条
の
三
〜
第
十
五
条

（
略
）

（
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
排
出
基
準
）

第
十
五
条
の
二

法
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
揮
発
性
有
機
化
合
物
に
係
る

排
出
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
測
定
法
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
揮
発
性
有
機

化
合
物
濃
度
が
、
排
出
ガ
ス
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
、
別
表
第
五
の
二
の
中

欄
に
掲
げ
る
施
設
の
種
類
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
揮
発
性
有
機
化
合
物

の
量
（
炭
素
数
が
一
の
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
容
量
に
換
算
し
た
も
の
）
で
あ

る
こ
と
と
す
る
。

（
揮
発
性
有
機
化
合
物
濃
度
の
測
定
）

第
十
五
条
の
三

法
第
十
七
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
揮
発
性
有
機
化
合
物
濃
度

の
測
定
及
び
そ
の
結
果
の
記
録
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

揮
発
性
有
機
化
合
物
濃
度
の
測
定
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
測
定
法
に
よ

り
、
年
二
回
以
上
（
一
年
間
に
つ
き
継
続
し
て
休
止
す
る
期
間
（
前
年
か
ら

引
き
続
き
休
止
し
、
か
つ
、
そ
の
期
間
の
う
ち
前
年
に
属
す
る
期
間
が
六
月

未
満
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
前
年
に
属
す
る
期
間
を
含
む
。
）
が
六
月
以
上

の
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
に
係
る
測
定
に
つ
い
て
は
、
年
一
回
以
上

）
行
う
こ
と
。

二

前
号
の
測
定
の
結
果
は
、
測
定
の
年
月
日
及
び
時
刻
、
測
定
者
、
測
定
箇



所
、
測
定
法
並
び
に
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
の
使
用
状
況
を
明
ら
か

に
し
て
記
録
し
、
そ
の
記
録
を
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
〜
第
十
六
条
の
四

（
略
）

第
十
六
条
〜
第
十
六
条
の
四

（
略
）

（
緊
急
時
）

（
緊
急
時
）

第
十
七
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ば
い
煙
排
出
者
又
は
揮
発
性

第
十
七
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ば
い
煙
排
出
者
に
対
す
る
命

有
機
化
合
物
排
出
者
に
対
す
る
命
令
は
、
大
気
の
汚
染
の
状
況
、
気
象
状
況
の

令
は
、
大
気
の
汚
染
の
状
況
、
気
象
状
況
の
影
響
、
ば
い
煙
発
生
施
設
の
種
類

影
響
、
ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
の
種
類
及
び
規

及
び
規
模
等
を
勘
案
し
て
当
該
措
置
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
地
域
及
び
ば
い
煙

模
等
を
勘
案
し
て
当
該
措
置
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
地
域
及
び
ば
い
煙
排
出
者

排
出
者
の
範
囲
を
定
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

又
は
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
者
の
範
囲
を
定
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
命
令
は
、
当
該
命
令
の
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書

２

前
項
の
命
令
は
、
当
該
命
令
の
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書

に
よ
り
、
当
該
ば
い
煙
排
出
者
又
は
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
者
に
対
し
て
行

に
よ
り
、
当
該
ば
い
煙
排
出
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
文
書

う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
文
書
に
よ
り
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と

に
よ
り
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
電
話
そ
の

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
電
話
そ
の
他
の
電
気
通
信
設
備
を
使
用
し
て
行
う
こ
と

他
の
電
気
通
信
設
備
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

３

前
項
た
だ
し
書
の
方
法
に
よ
り
命
令
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
併
せ
て
当
該

３

前
項
た
だ
し
書
の
方
法
に
よ
り
命
令
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
併
せ
て
当
該

ば
い
煙
排
出
者
又
は
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
者
が
当
該
命
令
の
有
無
及
び
そ

ば
い
煙
排
出
者
が
当
該
命
令
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
を
確
認
で
き
る
方
法
を
講

の
内
容
を
確
認
で
き
る
方
法
を
講
じ
、
か
つ
、
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
、
か
つ
、
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

第
十
八
条
〜
第
二
十
条

（
略
）

第
十
八
条
〜
第
二
十
条

（
略
）



別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）
〜
別
表
第
五
（
第
七
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）
〜
別
表
第
五
（
第
七
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
五
の
二
（
第
十
五
条
の
二
関
係
）

一

令
別
表
第
一
の
二
の
一
の
項

六
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
掲
げ
る
乾
燥
施
設

二

令
別
表
第
一
の
二
の
二
の
項

四
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
掲
げ
る
塗
装
施
設
の
う
ち

自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
う

。
）
の
製
造
の
用
に
供
す
る

も
の

三

令
別
表
第
一
の
二
の
二
の
項

七
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
掲
げ
る
塗
装
施
設
の
う
ち

前
項
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の

も
の

四

令
別
表
第
一
の
二
の
三
の
項

一
、
〇
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト

に
掲
げ
る
乾
燥
施
設
の
う
ち

ル

木
材
又
は
木
製
品
（
家
具
を

含
む
。
）
の
製
造
の
用
に
供



す
る
も
の

五

令
別
表
第
一
の
二
の
三
の
項

六
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
掲
げ
る
乾
燥
施
設
の
う
ち

前
項
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の

も
の

六

令
別
表
第
一
の
二
の
四
の
項

一
、
四
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト

に
掲
げ
る
乾
燥
施
設

ル

七

令
別
表
第
一
の
二
の
五
の
項

一
、
四
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト

に
掲
げ
る
乾
燥
施
設

ル

八

令
別
表
第
一
の
二
の
六
の
項

四
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
掲
げ
る
乾
燥
施
設

九

令
別
表
第
一
の
二
の
七
の
項

七
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
掲
げ
る
乾
燥
施
設

十

令
別
表
第
一
の
二
の
八
の
項

四
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
掲
げ
る
洗
浄
施
設

十
一

令
別
表
第
一
の
二
の
九
の
項

六
〇
、
〇
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

に
掲
げ
る
貯
蔵
タ
ン
ク

ト
ル

別
表
第
六
（
第
十
六
条
関
係
）
・
別
表
第
七
（
第
十
六
条
の
四
関
係
）

（
略
）

別
表
第
六
（
第
十
六
条
関
係
）
・
別
表
第
七
（
第
十
六
条
の
四
関
係
）

（
略
）



様
式
第
一
・
様
式
第
二

（
略
）

様
式
第
一
・
様
式
第
二

（
略
）

様
式
第
二
の
二







様
式
第
二
の
三



様
式
第
三

（
略
）

様
式
第
三

（
略
）

様
式
第
四

様
式
第
四



様
式
第
五

様
式
第
五



様
式
第
六

様
式
第
六



様
式
第
六
の
二
・
様
式
第
七

（
略
）

様
式
第
六
の
二
・
様
式
第
七

（
略
）

様
式
第
八

（
表
は
略
）

様
式
第
八

（
表
は
略
）


